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この冊子は岡崎駅東土地区画整理事業の住所（所在地）変更手

続きについて説明するものです。 

手続きが必要になるのは住所変更がされる令和８年７月中旬

以降になります。 

岡崎駅東土地区画整理事業に関するお知らせは、 

岡崎市 HP にも掲載しています。 
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お問い合わせ先 
岡崎市役所都市基盤部市街地整備課総務清算係 

0564-23-6264 
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※令和８年７月１日から窓口・電話受付時間変更 
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■はじめに 
皆様のご理解ご協力により、岡崎駅東土地区画整理事業は令和８年７月 17 日（予定）

に換地処分の公告を行うこととなりました。この換地処分の公告により、施行区域内

にあるすべての土地に新しい地番が振られます。 
 これに伴い、予定では公告日翌日の令和８年７月 18 日（土）から、施行区域内に

お住まいの方の住所、所在する法人の所在地が変わります。 
 

 
 
 
 

〇住所変更の手続きの時期について 
 令和８年７月 21 日（火）以降市民課より順次発送予定の「住所変更通知」がお手元に届

きましたら、住所（所在地）変更の手続きを行ってください。 
 ※施行地区内すべての世帯へ送付するため、時間を要する可能性があります。 

法人の所在地変更については令和８年７月 21 日（火）以降、「町名地番変更証明書」市街

地整備課総務清算係にて無料で発行します。（17 ページ参照） 
 

〇住所（所在地）変更通知用はがきについて 
 新しい住所（所在地）を各所へお知らせいただけるよう「住所（所在地）変更通知用はが

き」を個人は１世帯あたり 20 枚、法人は１法人あたり 80 枚までを無料で用意します。 
 岡崎支所（シビックセンター２Ｆ）に換地処分の公告時期に合わせ用意しますので、必要

な方は受け取りください。 
 
〇新郵便番号について 
 新郵便番号について決定しました。（２ページ参照） 

市 HP にも掲載しておりますのでご確認ください。 
 
〇登記事務の停止について 
 換地処分の公告の日（令和８年７月 17 日予定）の翌日から約４か月予定ですが、この期

間中は、法務局の区画整理地区内の土地及び建物（新築の場合は除く）の登記申請は受付さ

れません。確定申告で全部事項証明書が必要な場合等については、停止前に取得するようお

願いします。 

 登記事務停止が解除され次第、登記事務停止解除のお知らせをします。 

 
〇住所変更周知のご協力について 
 施行区域内でアパート、貸店舗、事務所等を経営されている方は、変更後の住所（所在地）

を関係各所へ周知いただきますようお願いします。 
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■町名地番新旧対照表,新郵便番号
 

 
 

変　　　更　　　前 変　　更　　後

はねいっちょうめ

はねにちようめ

はねさんちょうめ

はねよんちょうめ

おかざきえきまえいっちょうめ

おかざきえきまえにちょうめ

おかざきえきまえさんちょうめ

はしらひがしいっちょうめ

はしらひがしにちょうめ

はねきたまちろくちょうめ

〒444-0840
とさきちょうあざさわだ

戸崎町字沢田に編入

岡 崎 駅 前 三 丁 目

〒444-0819

羽根町字西ノ郷の全部
羽根町字北ノ郷、前田、東ノ郷及び東荒子の各一部

〒444-0819

羽 根 一 丁 目

羽 根 三 丁 目

羽 根 四 丁 目

岡 崎 駅 前 一 丁 目

岡 崎 駅 前 二 丁 目

羽根町字北ノ郷、前田、東ノ郷、若宮及び東荒子の各一部
柱町字上荒子の各一部

〒444-0819

羽根町字北ノ郷、若宮、東荒子、池下、及び長田の各一部
柱町字下弁当の全部
柱町字上荒子及び若宮の各一部

〒444-0818

羽根町字南乾地の全部
羽根町字東ノ郷及び東荒子の各一部
柱町字土取の全部
柱町字下荒子、東荒子及び上荒子の各一部

〒444-0818
羽根町字中田、北ノ郷、前田及び北乾地の各一部

羽根町字中田、北ノ郷、北乾地、貴登野及び池下の各一部
〒444-0818

羽根町字北ノ郷、貴登野、池脇、池下及び長田の各一部
〒444-0818

羽 根 二 丁 目

羽根町字北乾地及び貴登野の各一部

柱 東 二 丁 目

羽根町字東荒子の各一部
柱町字下荒子、東荒子、上荒子の各一部

〒444-0850

柱町字東荒子、鐘場、東カンジの各一部

羽根町字角田の全部
羽根町字池脇、池下及び長田の各一部

〒444-0831

〒444-0850

羽 根 北 町 ６ 丁 目

柱 東 一 丁 目



3 
 

■住所変更区域図 
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■住所変更の届出が不要なもの（市役所等が修正するもの） 

変更される内容 

関係する機関・部署 

組織・所属名 

市外局番

(0564) 

TEL 

FAX 

住民票、印鑑登録証明書記載の住所 

岡
崎
市 

市民課 

23-6134 

27-1158 

戸籍記載の本籍 

※土地区画整理事業の施行区域内に本籍があ

る人に限ります。 

23-6135 

27-1158 

生活衛生関係施設の所在地の変更 保健所 生活衛生課 
23-6187 

73-6600 

保育園・認定こども園への届出住所 保育課 
23-6144 

23-6540 

浄化槽設置場所住所 廃棄物対策課 
23-6871 

23-6536 

水栓所在地、水道使用者所在地、 

水道料金請求先住所 

上下水道局  

サービス課 

23-6350 

23-8130 

不動産登記簿（土地）の表題部 

（所在・地番・地目・地積） 

不動産登記簿（家屋）の表題部 

（所在・地番・家屋番号）  

 

※所有者名義人などの住所・所在地の変更について

は、ご自身で届出が必要です。詳細は法務局まで直

接お問合せください。 

名古屋法務局 (岡崎支局) 52-6415 
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■住所変更の届出が不要なもの（市が修正するが、補足事項のあるもの） 

本籍・住所変更 

手続き対象 

関係する機関・部署 

備   考 
所 属 名 

市外局番

(0564) 

T E L 

F A X 

【岡崎墓園】 

墓地使用者住所等変更届 

兼岡崎墓園墓地利用許可証 

書換交付申請書 

保
健
所 
保
健
政
策
課 

墓
園
管
理
事
務
所 

46-3260 

46-3741 

使用者台帳は市で修正します

が、発行済みの利用許可証に

ついて、新住所表記に書換え

を希望される場合は、対象施

設の申請書の提出が必要で

す。 

【岡崎墓園納骨堂】 

納骨壇使用者住所等変更届 

兼納骨壇利用許可証 

書換交付申請書 

【市有中町・欠町共同墓地】 

市有墓地使用者住所等変更届 

兼市有墓地利用許可証 

書換交付申請書 
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■市から郵送されるもの 

郵送されるもの 

関係する機関・部署 

詳 細 
所 属 名 

市外局番 

(0564) 

TEL 

FAX 

住所変更通知 

市
民
課 

住
民
記
録
係 

23-6134 

27-1158 

公告の日の翌日以降、順次新し

い住所及び本籍を記載した「住

所変更通知」・「本籍変更通知」

を郵送します。 

 本籍変更通知 
戸
籍
係 

23-6135 

27-1158 

国
民
健
康
保
険 

資格確認書 
国
保
年
金
課 

資
格
係 

23-6167 

27-1160 

公告の日の翌日以降、順次新しい

住所を記載した資格確認書、被保

険者証、受給者証等を郵送しま

す。 

 

※新しい資格確認書、被保険者

証、受給者証等が届くまでは、「旧

証」をお使いください。 

 

※母子家庭等医療費受給者証に

ついては一斉更新があるため、 

有効期限までそのままお使いく

ださい。 

限度額適用 

（標準負担額減額）

認定証 

給
付
係 

23-6169 

27-1160 

介
護
保
険 

被保険者証 

介
護
保
険
課 

保
険
料
係 

23-6647 

23-6520 

医
療
費
受
給
者
証 

障がい者 

福
祉
医
療
課 

福
祉
医
療
係 

23-6148 

27-1160 

精神障がい者 

子ども 

母子家庭等 

後期高齢者福祉 

後
期
高
齢
者
医
療 

特定疾病 

療養受給者証 

高
齢
者
医
療
係 

23-6841 

27-1160 
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■ご自身で住所変更の手続をしていただくもの 

岡崎市等に届出が必要な手続 

★各種カード等関係 

本籍・住所変更 

手続対象 
必 要 書 類 等 

関係する機関・部署 

備   考 
所 属 名 

市外局番

(0564) 

T E L 

F A X 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
署
名
用
電
子
証
明
書 

・マイナンバーカード 

※住民基本台帳用暗

証番号(数字４桁)

の入力が必要。 

 

※署名用電子証明書

は、本人のみ手続

可能。暗証番号

（英数字６文字以

上）の入力が必

要。 

市 

民 

課 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
係 

23-6800 

 

27-1158 

マイナンバーカード（個人番号カー

ド）は引き続き有効です。マイナン

バーカードの表面追記欄に新しい住

所を記載し、ＩＣチップの内容を更

新します。市民課・支所・市民サー

ビスコーナー（イオンモール岡崎３

階）にて、速やかに手続をしてくだ

さい。 

なお、表面記載欄に余白がなく新住

所の記載ができない場合、マイナン

バーカードの再交付申請をしていた

だくことになります。詳しくはお問

い合わせください。 

在
留
カ
ー
ド
・ 

特
別
永
住
者
証
明
書 

・在留カード 又は 

特別永住者証明書 

届
出
窓
口
係 

23-6129 

 

27-1158 

住居地の変更届出をしていただく必

要はありません。ただし、必要に応

じて、在留カード、特別永住者証明

書の裏に新住所を記載することもで

きます。市民課（６番窓口）・支

所・市民サービスコーナー（イオン

モール岡崎３階）にて、手続をして

ください。 

犬
の
登
録
住
所 

 

動
物
総
合
セ
ン
タ
ー 

動
物
１
係 

27-0444 

 

27-0422 

あいち電子申請・届出システムで犬

の登録事項変更届を提出してくださ

い。 

※ 公告の日（令和８年７月 17 日予定）の翌日以降に変更の手続をお願いします。 
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※ 特定在留カード・特定特別永住者証明書をお持ちの方はマイナンバーカードと同様にお

手続きください。 
※ マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまった場合、本人確認書類（例：運転免

許証、パスポート、健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、基礎年金番号通知

書（年金手帳）、医療受給者証等）をお持ちの上、本人に来庁していただく必要があ

ります。 

※ 本人又は同一世帯の方以外が手続される場合は、あらかじめお問合せください。 

★各種手帳 

本籍・住所変更 

手続対象 
必要書類等 

関係する機関・部署 

所 属 名 

市外局番 

(0564) 

TEL 

FAX 

精神障がい者 

保健福祉手帳 

・精神障がい者保健福祉手帳 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

・来庁するかたの身元確認書類 

障
が
い
福
祉
課 

障
が
い
２
係 

23-7674 

 

25-7650 

被爆者健康手帳 

・被爆者健康手帳 

・住民票の写し 又は  

住所変更証明書 

保
健
所 

保
健
政
策
課 

医
務
指
導
係 

23-6695 

 

23-5041 

身体障がい者手帳 
・各手帳、各受給者証、各証明書等 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 

障
が
い
福
祉
課 

障
が
い
1
係 

23-6154 

 

25-7650 療育手帳 
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★自立支援医療制度 

 

★その他医療助成・福祉サービス・手当関係 

区分 
本籍・住所変更 

手続対象 
必要書類等 

関係する機関・部署 

所 属 名 

市外局番 

(0564) 

TEL 

FAX 

医
療
助
成 

養育医療券 
・養育医療券 

・本人確認書類 

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー 

母
子
相
談
１
係 

23-7683 

 

23-6833 

小児慢性特定疾病医療受

給者証 

・小児慢性特定疾病医療受給者証 

・マイナンバー（個人番号）がわ

かるもの 

・本人確認書類 

保
健
所 

健
康
増
進
課 

成
人
・
難
病
支
援
係 

23-6069 

 

23-5071 

区分 
本籍・住所変更 

手続対象 
必要書類等 

関係する機関・部署 

所 属 名 

市外局番 

(0564) 

TEL 

FAX 

更
生
医
療 

受給者証 ・自立支援医療受給者証 

・自己負担額上限管理票 

・マイナンバー(個人番号)がわかるもの 

障
が
い
福
祉
課 

障
が
い
１
係 

23-6154 

 

25-7650 
自己負担額 

上限管理票 

育
成
医
療 

受給者証 

・自立支援医療 

（育成医療）受給者証 

・マイナンバー（個人番号）がわかるもの 
障
が
い
福
祉
課 

障
が
い
２
係 

23-6180 

 

25-7650 

精
神
通
院 

受給者証 

・自立支援医療 

（精神通院）受給者証 

・マイナンバー(個人番号)がわかるもの 

・来庁するかたの身元確認書類 

23-7674 

 

25-7650 
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特定医療費支給認定 
・住民票の写し 

 ※住民票の写しは、17 番窓口 

  にて「証明書交付申請書」を 

  受け取ってから取得して 

  下さい。 

  手数料が免除されます。 

・各受給者証（票）等の原本 

・本人確認書類 

障
が
い
福
祉
課 

障
が
い
２
係 

23-6180 

 

25-7650 

特定疾患医療給付事業 

先天性血液凝固因子障害 

等治療研究事業 

Ｂ型，Ｃ型肝炎患者 

医療給付事業受給者票 

・Ｂ型，Ｃ型肝炎患者 

医療給付事業受給者票 

保
健
所 

感
染
症
予
防
課 

感
染
症
対
策
係 

23-5082 

 

23-6621 

福
祉
サ
ー
ビ
ス 

障がい福祉サービス 

受
給
者
証 

・各受給者証,手当証書等 

・マイナンバー（個人番号）がわ

かるもの 

障
が
い
福
祉
課 

審
査
給
付
係 

23-6853 

 

25-7650 

地域生活支援事業 

児童通所支援 

手
当
等 

愛知県在宅重度 

障がい者手当 
・本人確認書類 

障
が
い
福
祉
課 

障
が
い
１
係 

23-6154 

 

25-7650 

特別児童扶養手当 

・各手帳、各受給者証、各証書等 
愛知県心身障害者 

扶養共済制度 

※住所変更通知は、市民課から郵送されます。 
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★図書館利用関係 

本籍・住所変更 

手続対象 
必要書類等 

関係する機関・部署 

備   考 
所 属 名 

市外局番(0564) 

T E L 

F A X 

図
書
館
利
用
者
登
録 

・住所変更通知※ 

・本人確認書類 

・図書館資料貸出証 

中
央
図
書
館 

資
料
提
供
サ
ー
ビ
ス
係 

23-3111 

 

23-3165 

中央図書館、額田図書館、各

市民センター図書室、げんき

館情報ライブラリーのいずれ

かの窓口で住所が変更された

旨お申し出ください。 

※住所変更通知は、市民課から郵送されます。  
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★年金関係 

区分 
本籍・住所変更 

手続対象 
必要書類等 

関係する機関・部署 

所 属 名 

市外局番(0564) 

TEL 

FAX 

加
入
中 

1 号（国民年金） 
市役所が変更するため、手続は不要で

す。 

国
保
年
金
課 

窓
口
年
金
係 

23-6431 

 

27-1160 

２号（厚生年金） 

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、原則届出は不要で

す。 

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方は、速やかに事業主へ

届出ください。 

３号（国民年金） 

マイナンバーと基礎年金番号が結びついている方は、原則届出は不要で

す。 

マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方は、速やかに事業主へ

届出ください。 

その他の 

企業年金・ 

年金基金など 

加入先の連合会、勤務先の人事・労務部門などへ直接お問合せください。 

区分 
本籍・住所変更 

手続対象 

関係する機関・部署 

備 考 
所 属 名 

市外局番(0564) 

TEL 

FAX 

受
給
中 

国民年金 
岡
崎
年
金
事
務
所 

お
客
様
相
談
室 

23-2637 

 

23-4511 

住所変更の届出が必要な場合があ

りますので、岡崎年金事務所お客

様相談室へ、速やかにお問合せく

ださい。 厚生年金 

その他の 

共済年金・ 

企業年金・ 

年金基金など 

現在受給中の年金支給元の連合会などに、直接お問合せください。 
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✤岡崎市に届出が必要な事業者のかた 

手続対象 必要書類等 

関係する機関・部

署 

備 考 

所 属 名 

市外局番 

(0564) 

TEL 

FAX 

食品営業許可等の変

更届 
 

保
健
所 

生
活
衛
生
課 

食
品
許
可
係 

23-6068 

 

73-6600 

・食品営業を行う事業者の住所に

変更があった場合は、変更届を提

出してください。 

・施設所在地の標記に変更があっ

た場合（施設の移転を除く）も、

変更届を提出してください。 

食品営業許可証の書

換え交付申請 
・食品営業許可証 

保
健
所 

生
活
衛
生
課 

食
品
許
可
係 

23-6068 

 

73-6600 

・食品営業許可証の記載事項に変

更があった場合は、食品営業許可

証の書換え交付申請をして、食品

営業許可証の書換えを行ってくだ

さい。 

生活衛生関係施設の

変更届 
 

保
健
所 

生
活
衛
生
課 

環
境
衛
生
係 

23-6187 

 

73-6600 

理容所、美容所、公衆浴場、旅館

業、興行場、クリーニング所等の

生活衛生関係施設の営業者・管理

者の住所に変更があった場合は、

変更届を提出してください。 

薬事関係施設の変更

届等 

申請者が法人の場

合、登記事項証明書

（毒劇物販売業の場

合は不要） 

保
健
所 

生
活
衛
生
課 

環
境
衛
生
係 

23-6187 

 

73-6600 

・薬局、医薬品販売業、高度管理

医療機器販売業、毒劇物販売業等

の薬事関係施設の申請者・管理者

等の住所に変更があった場合は、

変更届を提出してください。 

・施設所在地の変更があった場合

は、変更届を提出又は許可更新申

請時にその旨を記載してくださ

い。 

・許可証等の書換え交付を希望す

る場合は、変更届を提出してくだ

さい。 
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薬事関係施設許可証

等の書換え交付申請 
・許可証等 

保
健
所 

生
活
衛
生
課 

環
境
衛
生
係 

23-6187 

 

73-6600 

・薬事関係施設許可証等の記載事

項に変更があった場合は、許可証

等の書換え交付申請をすることが

できます。 

・変更内容について変更届を提出

してください。 

医療機関、施術所、歯

科技工所を 

開設している方 

・届出印 

保
健
所 

保
健
政
策
課 

医
務
指
導
係 

23-6695 

 

23-5041 

 

 

速やかに住所変更の手続をし

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険 

指定事業者等 

・介護保険法に関

する変更届出書 

・老人居宅生活支

援事業変更届 

・老人デイサービ

スセンター変更届 

・老人短期入所施

設変更届 

・老人介護支援セ

ンター変更届 

・老人ホーム事業

変更届 

・有料老人ホーム

変更届 

・指定通所介護事業

所等における宿泊

サービスの実施に

関する変更届出書 

・その他添付書類 

介
護
保
険
課 

事
業
所
指
定
係 

23-6646 

 

23-6520 
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動物取扱業の変更届  

動
物
総
合
セ
ン
タ
ー 

動
物
１
係 

27-0444 

 

27-0422 

・動物取扱業を行う事業者の

住所に変更があった場合は、

変更届を提出してください。 

・施設所在地の標記に変更が

あった場合（施設の移転を除

く）も、変更届を提出してく

ださい。 

動物の飼養・収容許

可変更届 
 

動
物
総
合
セ
ン
タ
ー 

動
物
１
係 

27-0444 

 

27-0422 

・動物の飼養・収容許可の申

請者の住所に変更があった場

合は、変更届を提出してくだ

さい。 

・施設所在地の標記に変更が

あった場合（施設の移転を除

く）も、変更届を提出してく

ださい。 
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自動車関連の手続 

必要書類は直接お問い合わせください。  
＊本籍が変更になる方は、本籍変更の手続きも必要です。 

  

本籍・住所変更 

手続対象 

関係する機関・部署 
所在地 

所 属 名 TEL 

運転免許証 

愛
知
県
警
察 

運転免許試験場 052-800-1351 
名古屋市天白区平針南 

三丁目 605 番地 

東三河運転免許

センター 
0533-85-7181 豊川市金屋西町２丁目７番地 

岡崎警察署 0564-58-0110 岡崎市若松西１丁目１番地１ 

自動車保管場所 

証明書 

自
動
車
検
査
証 

普通乗用車 

バイク(250CC

超)等 

中
部
運
輸
局 

愛知運輸支局 

西三河自動車 

検査登録事務所 

050-5540-2047 
豊田市若林西町 

西葉山 46 番地 

軽乗用車 

軽
自
動
車
検
査
協
会 

愛知主管事務所 

三河支所 
050-3816-1772 

豊田市若林西町 

西葉山 48 番地 2 



17 
 

登記関係の手続 
  名古屋法務局岡崎支局 
  岡崎市羽根町字北乾地５０－１ 岡崎合同庁舎３階  ℡（0564）52－6415 

1.  区画整理登記に要する期間は、換地処分の公告の日（令和８年７月 17 日予定）の翌日から約４か月

予定ですが、この期間中は、法務局の区画整理地区内の土地及び建物（新築の場合は除く）の登記申請

は受付されません。したがって、登記申請は法務局の処理が完了する予定の 令和８年 12 月以降をめ

どに提出願います。 

2.  不動産登記申請書には、不動産の表示の記載が必要となりますので、区画整理後の物件が特定できる

資料（換地明細通知書、登記完了証等）及び岡崎市役所市民課で発行された住所変更証明書をご持参く

ださい。 

3.  ご自身で登記申請をされるに当たって、登記手続案内を希望される場合、法務局では事前に予約して

いただく必要があります（電話予約可）。登記の申請に必要な書類や申請書の様式のご案内をいたしま

す。 
 ℡ （0564）52-6415（代）  

事項 住所変更手続 

不動産登記土地・建物の甲区住所欄 
（所有権者の住所欄） 

所有者が登記申請書、住所変更証明書（※１）を持参して手

続してください。 

不動産登記土地・建物の乙区住所欄 
（抵当権者等の住所欄） 

権利者（抵当権、地上権、賃借権、仮登記など）が登記申請

書、住所変更証明書(※１)を持参して手続してください。 

会社等の法人の本店・支店の所在地、法人代表の

住所欄 

変更後２週間以内に、法人の代表者等が登記申請書、町名地

番変更証明書（※2）を持参して手続してください。 

【参考】 

管轄法務局 不動産登記管轄区域 

（注）不動産の所在地が管轄

区域になります 

商業・法人登記 

名古屋法務局岡崎支局 

 

岡崎市、額田郡幸田町 岡崎市、額田郡幸田町、豊橋市、田原市、 

豊川市、蒲郡市、刈谷市、碧南市、安城市、 

知立市、高浜市、豊田市、みよし市、西尾市、 

新城市、北設楽郡（設楽町、東栄町、豊根村） 

 

※１ 住所変更証明書は市民課、各支所で発行します。 （無料）  
※２ 町名地番変更証明書は市街地整備課で発行します。（無料） 
※ 土地・建物登記者の名義が法人の場合は、まず法人登記簿の所在地変更が前提となります。その

後、登記申請願います。 
※ 土地の表題部（所在・地番・地目・地積）登記、建物の表題部（所在・地番・家屋番号）登記につ

いては、市が法務局に変更の届出を行いますので、手続は必要ありません。 
  



18 
 

その他個別の事情・契約により必要となる手続（一例） 

本籍・住所変更 

手続き対象 

備 考 

預貯金通帳 

必要な手続・書類等については、各ご契約先に直接お

問合せください。 

会員権・株式・債権等の 

有価証券 

クレジットカード 

各種民間の任意保険 

（生命・医療介護・損害・火災・ 

地震・自動車・学資保険等） 

電話（固定・携帯問わず） 

ガス・電気 

インターネット回線 

公共放送受信料（NHK） 

※記載されていない事項においても、住所・地番変更

により手続が必要となる場合があります。ご自身が

サービス等を受けている契約先に、手続内容をご確

認ください。 
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よくある質問 
 

 番
号

項
目

質
問
内
容

回
答

1
手
続
き
関
係

市
民
課
以
外
の
部
署
の
管
轄
の
手
続
き
も
各
支
所
で
対
応
して

も
ら
え
る
か
。

大
変
申
し
訳
ござ

い
ま
せん

が
、
各
部
署
の
手
続
き
対
応
を
支
所
で
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せん

。
恐
れ
入
り
ま
す
が
、
市
役
所
の
各
部
署
に
て
お
手
続
き
い
た
だ
き
ま
すよ

う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

2
手
続
き
関
係

各
部
署
や
関
係
機
関
で
必
要
な
手
続
き
に
つ
い
て
手
続
き
の
順
番
は
あ
る
か
。

お
手
続
き
して

い
た
だ
く
際
の
順
番
は
あ
り
ま
せん

。
な
お
、
各
お
手
続
き
先
で
必
要
書
類
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
必
要
書
類
を
確
認
して

い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

3
手
続
き
関
係

障
が
い
者
保
健
福
祉
手
帳
や
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
の
住
所
変
更
手
続
き
は

本
人
で
は
な
く
、
代
理
人
で
の
手
続
き
も
可
能
か
。

代
理
人
の
方
で
も
お
手
続
き
を
して

い
た
だ
く
こ
と
が
可
能
で
す
。
来
所
する

際
に
、
来
所
さ
れ
る
方
の

身
分
証
を
持
参
して

く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
担
当
課
（
障
が
い
福
祉
課
）
TE
L：

05
64
-2
3-
76
74
 
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

4
手
続
き
関
係

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
住
所
変
更
を
する

前
で
も
有
効
か
。

引
き
続
き
有
効
で
は
あ
り
ま
す
が
、
住
所
変
更
等
の
手
続
き
は
必
要
と
な
り
ま
す
。

5
手
続
き
関
係

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
関
する

手
続
き
の
詳
細
を
教
えて

ほ
し
い
。

詳
細
に
つ
い
て
は
担
当
課
（
市
民
課
）
TE
L:0
56
4-
23
-6
80
0 

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

6
手
続
き
関
係

住
所
変
更
通
知
は
再
発
行
不
可
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
紛
失
して

し
ま
っ
た
場
合
は

ど
う
し
た
ら
良
い
か
。

市
民
課
窓
口
に
て
同
一
の
内
容
が
記
載
さ
れ
た
住
所
変
更
証
明
書
（
無
料
）
を
発
行
し
ま
す
。

発
行
場
所
は
本
庁
及
び
各
支
所
の
み
で
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
（
イ
オ
ン
モ
ー
ル
岡
崎
）
で
は
発
行

して
お
り
ま
せん

。

7
税
務
署
関
係

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
に
つ
い
て
、
新
住
所
で
再
度
税
務
署
に
申
告
する

必
要
は
あ
る

か
。

税
務
署
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
再
度
申
告
する

必
要
は
な
い
と
の
回
答
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

8
税
務
署
関
係

令
和
８
年
度
か
ら
の
税
務
署
へ
の
確
定
申
告
は
、
新
住
所
で
行
え
ばよ

い
か
。

税
務
署
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
新
住
所
で
申
告
を
して

良
い
と
の
回
答
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

9
登
記
簿
関
係

換
地
処
分
公
告
後
、
登
記
の
書
き
換
え
の
為
に
登
記
事
務
停
止
期
間
が
設
け
ら
れ
る

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
い
つ
ま
で
事
務
の
受
付
が
停
止
さ
れ
る
の
か
。

法
務
局
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
換
地
処
分
公
告
後
、
４
か
月
程
度
要
する

と
回
答
を
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
停
止
解
除
後
に
は
改
め
て
登
記
事
務
停
止
期
間
解
除
の
お
知
ら
せ
を
送
付

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

10
登
記
簿
関
係

現
在
相
続
手
続
き
中
で
あ
る
が
、
相
続
人
に
対
し
登
記
事
務
停
止
解
除
の
通
知
は

送
付
さ
れ
る
か
。

相
続
人
の
方
に
も
送
付
する

予
定
で
す
。
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11
登
記
簿
関
係

不
動
産
登
記
簿
の
変
更
は
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
の
か
。

所
在
や
地
積
等
が
記
載
さ
れ
た
表
題
部
に
つ
い
て
は
、
岡
崎
市
に
て
変
更
手
続
き
を
行
い
ま
す
。

一
方
、
所
有
者
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
権
利
部
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
等
の
住
所
の
変
更
は
、
各
権
利
者
様

で
ご
対
応
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

12
登
記
簿
関
係

不
動
産
登
記
簿
の
権
利
部
の
住
所
変
更
は
必
ず
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
。

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
義
務
化
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
早
め
に
お
手
続
き
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

13
登
記
簿
関
係

整
理
後
の
土
地
の
地
目
は
ど
う
な
る
の
で
す
か
。

区
画
整
理
登
記
後
の
土
地
の
地
目
は
、
換
地
処
分
時
の
状
況
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
施
行
者
が
登
記
の
手
続

き
を
行
い
ま
す
。

14
郵
便
関
係

郵
便
番
号
は
ど
う
な
り
ま
す
か
。

変
更
さ
れ
た
住
所
に
合
わ
せ
て
、
新
た
な
郵
便
番
号
と
な
り
ま
す
。

冊
子
の
２
ペ
ー
ジ
を
参
照
して

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
日
本
郵
便
We

bサ
イ
ト
に
も
掲
載

して
い
ま
す
の
で
そ
ち
ら
で
も
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

15
郵
便
関
係

旧
住
所
宛
の
郵
便
に
つ
い
て
は
手
続
き
を
し
な
く
て
も
新
住
所
へ
届
く
の
か
。

お
よ
そ
１
年
間
は
旧
住
所
宛
の
郵
便
物
も
新
住
所
へ
の
配
達
が
で
き
る
と
確
認
して

お
り
ま
す
。

た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
早
め
に
新
住
所
を
相
手
先
に
お
伝
え
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

16
そ
の
他

い
つ
か
ら
町
名
・
地
番
が
新
し
い
も
の
に
変
わ
り
ま
す
か
。

換
地
処
分
公
告
（
令
和
８
年
７
月
17
日
予
定
）
の
翌
日
（
令
和
８
年
７
月
18
日
予
定
）
か
ら
効
力
が
生
じ

ま
す
。

17
そ
の
他

町
内
会
は
変
わ
る
の
か
。

担
当
課
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
今
の
と
こ
ろ
町
内
会
の
変
更
の
予
定
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

18
そ
の
他

ア
パ
ー
ト
を
所
有
して

い
る
が
、
住
民
に
は
住
所
変
更
を
通
知
して

い
る
か
。

ま
た
、
管
理
会
社
に
連
絡
し
た
方
が
良
い
か
。

施
行
地
区
内
に
住
民
票
が
あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
住
所
変
更
の
お
知
ら
せ
を
送
付
予
定
で
す
。

ま
た
、
岡
崎
市
か
ら
管
理
会
社
へ
の
連
絡
は
して

お
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
要
に
応
じ
て
地
権
者
様
か
ら
ご
連

絡
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。

19
そ
の
他

民
間
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
契
約
等
に
お
け
る
個
人
の
住
所
手
続
き
方
法
を

教
え
て
欲
し
い
。

相
手
先
ご
と
に
手
続
き
が
異
な
る
も
の
と
思
い
ま
す
の
で
、
お
手
数
で
す
が
各
自
に
お
い
て
各
サ
ー
ビ
ス
利

用
先
に
ご
確
認
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

20
そ
の
他

変
更
前
の
住
所
地
で
ふ
る
さ
と
納
税
を
し
た
が
、
何
か
手
続
き
は
必
要
と
な
る
か
。

既
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
等
、
申
請
済
の
ふ
る
さ
と
納
税
に
お
い
て
は
、
新
た
な
手
続
き
は
不
要
と
確
認
し

て
お
り
ま
す
。

21
そ
の
他

事
業
所
、
店
舗
等
の
所
在
地
変
更
に
伴
う
印
刷
物
や
看
板
の
変
更
に
か
か
る
費
用
は
ど

う
な
る
か
。

大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
費
用
負
担
に
つ
き
ま
して

は
、
事
業
所
様
、
店
舗
様
の
ご
負
担
と
な
り
ま

す
。

22
そ
の
他

ど
う
して

町
名
・
地
番
は
変
更
す
る
の
か
。

今
回
の
変
更
は
土
地
区
画
整
理
事
業
に
よ
る
も
の
で
す
。
区
画
整
理
が
行
わ
れ
る
と
、
新
し
く
道
路
が
造
ら

れ
、
今
ま
で
入
り
組
ん
で
い
た
町
字
界
は
道
路
に
沿
っ
た
ま
っ
す
ぐ
な
線
へ
と
変
わ
る
為
、
そ
れ
に
伴
っ
て

町
名
や
地
番
も
新
た
に
設
定
さ
れ
ま
す
。


